
事例８　　７０歳未満　本人入院外　

【事例】 ＜年齢＞７０歳未満　　国保　　定率３割負担 限度額適用認定証　区分エ
＜公費①＞特定医療（54）　　　 　　　定率２割負担　（自己負担上限額　5,000円）
＜公費②＞心身障害者医療（80）　　定率１割負担　（自己負担上限額　12,000円）

【診療内容】 〔点　　数〕 〔(54)対象点数〕 〔本来の自己負担額〕 〔窓口徴収額〕 ［自己負担額管理票の記載］
 （※単県ない場合の額） 自己負担額 月間累積額

１日目 15,570点 対象 15,388点 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
(対象外) 182点 550円 180円 （上限到達）

２日目 4,014点 対象 4,014点 0円 0円
(対象外) 0点 0円 0円

自院計 19,584点 対象 19,402点 5,000円 5,000円
(対象外) 182点 550円 180円
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※（注1）高額療養費が発生し、かつ、基準額が「×１％」計算でない場
合、保険の一部負担金額は、四捨五入して10円単位とする
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【対象】：1日目に(80)の自己負担額（12,000円・上限額)を徴収した場合、窓口

徴収額が、(54)本来の自己負担額(5,000円)を超えるため、5,000円を徴収して

ください。（※(54)の上限額に達したため、2日目の窓口徴収額は0円）

【対象外】：1日目に(80)の自己負担額(180円)を徴収した場合の「対象分」を含

む窓口徴収額が、(80)の上限額(12,000円)未満であるため、180円を徴収してく

ださい。

※単県制度の場合には分点数は生

じませんが、請求点数は省略せず

必ず記入してください。

○窓口徴収（対象分）：窓口徴収

額累計額が、【(80)の上限額】と

【(54)本来の自己負担額累計額】

のうち低いほうの額に達するまで1

割負担額を徴収してください。

○窓口徴収（対象外分）：「対象

分」を含む窓口徴収額累計額が、

(80)の上限額に達するまで1割負

担額を徴収してください。

○自己負担額管理票：（54）本来

の自己負担額を記入してください。

※国公費の自己負担上限額が優先する場合であっても、

国公費に係る自己負担額（※この例では5,000円）を含む

自己負担額を公費②の一部負担金額欄に必ず記入して




